
佐賀市
事業承継支援事業費補助金
中小企業の後継者育成を支援します！

補助対象者 佐賀市内に本社又は主たる事業所を有する
中小企業者

対象経費
後継候補者の外部研修受講に係る研修費
※令和６年3月31日までに完了する研修に限る。
※実績報告時に事業承継計画書を提出していただきます。

申請方法 市ホームページから様式をダウンロードし、必要
書類を市役所６階経済政策課にご持参ください。
※制度の詳細は市ホームページをご確認ください。
https://www.city.saga.lg.jp/main/74667.html

補助額 補助率 2/3、補助上限額 30万円

令和
５年度

お問い合わせ
〒840-8501佐賀市栄町１番１号

佐賀市経済政策課 経営支援係

☎0952-40-7102
✉keizai@city.saga.lg.jp

対象機関 研修機関（例） 研修（例）

公的研修機関
独立行政法人中小企業基盤整備機構
中小企業大学校（直方校等）

「経営管理者養成コース」
「次世代トップリーダー養成講座」
「人が育つ会社になるための人材育成」 等

民間団体、企業等 人材育成コンサルタント会社
各種公開研修・セミナー
（営業、マネジメント、顧客対応 等）

申請の手続きについては
裏面をご覧ください



この補助制度の確認や各種様式のダウンロードは、佐賀市ホームページからお願いします。

『佐賀市事業承継支援事業費補助金について』　　　　　　　　　　　　　　　　

手続の流れ・提出書類

佐賀市の対応支援機関の対応 申請者の手続

⑩交付請求

・交付請求書 【様式あり】

⑧検査

⑨補助金確定通知

⑧実績報告

・実績報告書 【様式あり】

・研修報告書 【様式あり】

・事業承継計画書 【様式あり】

・領収書等（写）

・研修機関等が発行する研修修了書 等

③交付申請

・交付申請書 【様式あり】

・研修計画書 【様式あり】

・支援確認書 【様式あり】

・研修案内等

・法人登記簿謄本又は確定申告書（写）

・市税の完納証明書

・誓約書 【様式あり】 等

④要件審査

⑤交付決定通知⑥事業実施

⑪補助金交付手続

補助金交付

※事業実施後に内容等に変更がある場合は、

「事業変更申請」の手続が必要です。

補助金入金

令和６年３月３１日 迄

佐賀市 事業承継 補助金

②研修計画に対する助言、

支援確認書の作成
支援

①事業承継・申請に関する相談 相談

⑦佐賀県事業承継・引継ぎ支援セ

ンターによる承継計画書確認
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補助金手続きのフロー図

※1支援機関とは…

中小企業等経営強化法第31条第1

項に基づき国の認定を受けた機関

（例）
・佐賀県事業承継・引継ぎ支援
センター ☎ 27-7071

・商工会、商工会議所
・金融機関等

※1

※2

※2研修とは…

（例）
【中小企業大学校 直方校】
・経営管理者養成コース
・人が育つ会社になるための人材育成
【民間団体】

・各種公開研修、セミナー 等


